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東京都商工会連合会 

 

第１ 監査の目的 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、財政援助に係る事業が、その目的に沿って適正に執行されてい

るか、監査を実施する。 

 

第２ 監査対象の概要 

１  事業の内容 

（１）事業の概要 

商工会連合会及び商工会は、商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づき設立された法人

である。 

いずれもその地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉を

増進することを目的として、主に次の事業を実施している。 

ア 商工業に関する相談及び指導 

イ 商工業に関する情報及び資料の収集・提供、調査研究 

ウ 商工業に関する講習会等の開催 

（２）都との関係 

     都は、商工会連合会等の行う表１の事業に対して補助金を交付している。今回の監査対象団 

    体及び団体別の補助金交付額は表２のとおりである。 

 なお、全団体に対する補助金交付額の合計は表３のとおりである。 

 

（表１）補助事業の概要 
補助事業名 

（補助要綱名） 
補助対象事業等 補助率等 

・経営指導員による経営、金融、税務会計
全般に対する相談・指導等 

（内容）人件費 

（算定）単価（要綱で設定） 

×職員設置数（地域内の小規模事業

者数に応じ要綱で設定） 
小規模事業経営支援事業（東
京都小規模事業経営支援事業費

補助金交付要綱） ・経営等に関する講習会の開催 
・地域振興調査事業 
・情報ネットワーク化等推進事業 
・専門的な経営内容に関する指導等 

（内容）事業費 

（算定）補助対象経費の 10/10 以内
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（表２）団体別補助金交付額実績    

 （単位：千円） 

平成１９年度 平成２０年度 
団  体  名 

補助事業 

の 種 類 補助対象経費 補助金 補助対象経費 補助金 

狛 江 市 商 工 会 41,529 29,215 45,858 33,119

清 瀬 商 工 会 46,118 28,980 46,036 32,281

羽 村 市 商 工 会 48,167 34,080 48,846 33,709

東 大 和 市 商 工 会 45,033 34,083 44,613 34,517

日 の 出 町 商 工 会 30,910 22,811 32,056 22,213

三 鷹 商 工 会 57,802 43,703 55,981 45,069

武 蔵 村 山 市 商 工 会 43,517 28,821 41,146 27,709

東京都 

商工会 

連合会 

西 東 京 商 工 会 

小規模事

業経営支

援 事 業

71,542 50,920 75,668 53,850

合     計 384,622 272,616 390,207 282,471

 

 

（表３）商工会連合会に対する補助金の交付実績 

（単位：千円） 

補 助 実 績 
団 体 区 分 

平成１９年度 平成２０年度 
備考 

        897,369 903,373  

731,083 739,673 三鷹商工会ほか２０団体分 東京都商工会連合会 

166,285 163,699 東京都商工会連合会本部分 

 （注） 島しょ商工会分については、都が直接交付しているため除く。 
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２  組織 

監査対象団体等の組織は表４のとおりである。 

 

（表４）監査対象団体等の所在地、会員数及び役職員等（平成２１．３．３１現在）     （単位：人） 

団 体 名 所  在  地 
(設立年月日) 会員数 会長 副会長 理事 監事 

事務

局長
職 員

東京都商工会連合会 立川市曙町 3-7-10 
(昭和 37.2.8） 27商工会  1   4   20   3    1   16

狛 江 市 商 工 会 狛江市東和泉１－３－１８ 
(昭和 3 6.11.30) 

974 1 2 24 2 1 6

清 瀬 商 工 会 
清瀬市松山２－６－２３ 

(昭和 36.3.29)      
794 1 2 23 2 1 5

羽 村 市 商 工 会 
羽村市栄町２－２８－７ 

(昭和 46.5.8) 
1,173 1 2 24 2 1 8

東 大 和 市 商 工 会 
東大和市中央 3-922-14 
(昭和 43.2.28) 

1,122 1 2 30 2 1 5

日 の 出 町 商 工 会 
西多摩郡日の出町平井 

3231-1  

(平成元.4.1) 

380 1 2 15 2 1 4

三 鷹 商 工 会 三鷹市下連雀 3-37-15 
(昭和 35.11.12) 

2,369 1 2 30 2 1 7

武蔵村山市商工会 
武蔵村山市本町 2-5-1 

(昭和 44.1.23) 
1,172 1 2 30 2 1 5

 

西 東 京 商 工 会 
西東京市住吉町 6-1-5 

(平成 16.4.1) 
1,925 1 2 30 2 1 13

 

第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監査の範囲 

平成１９年度及び平成２０年度の狛江市商工会ほか７商工会に係る小規模事業経営支援事業に

ついて監査を実施した。 

なお、これらの補助金は東京都商工会連合会を経由して交付されている。 
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２ 実地監査期間 

（１）産業労働局 平成２１年１０月１３日及び同月２３日 

（２）団   体 

東京都商工会連合会 平成２１年１０月２２日 

狛 江 市 商 工 会 平成２１年１０月１４日 

清 瀬 商 工 会 平成２１年１０月１４日 

羽 村 市 商 工 会 平成２１年１０月１６日 

東大和市商工会 平成２１年１０月１６日 

 

日の出町商工会 平成２１年１０月２０日 

三 鷹 商 工 会 平成２１年１０月２０日 

武蔵村山市商工会 平成２１年１０月２１日  

西 東 京 商 工 会 平成２１年１０月２１日 

 

第４ 監査の結果 

１  事業実績について 

平成１９年度及び平成２０年度における補助実績等は、表５のとおりであり、補助事業実績報

告書を中心に監査を行い、補助対象等の執行状況や経理状況について関係書類等を確認した結果、

事業は補助の目的に沿って適正に執行されている。 
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（表５）小規模事業経営支援事業補助金交付実績 

（注）小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主
たる事業として営む者については、５人）以下の者をいう。 
 

   

補助対象職員 
設置数（人） 

指 導 実 績 等 （ 回 数 ） 

団体名 年 度 

経 

営 

指 

導 

員 

等 

補

助 

員 

記 

帳 

専 

任 

職 

員 

人件費
補助金
（千円） 巡回・ 

窓口指導

講習会

等開催

金 融 

あっ旋 

記 帳

指 導

事業費
補助金
（千円）

平成１９ 3 1 1 22,002 1,315 22 58 169 7,213
狛 江 市 商 工 会 

平成２０ 3 1 1 22,778 1,292 23 48 167 10,341

平成１９ 3 1 1 22,002 1,112 66 44 223 6,977
清 瀬 商 工 会 

平成２０ 3 1 1 22,730 1,053 8 65 225 9,551

平成１９ 3 1 1 22,904 1,299 43 59 348 11,176
羽 村 市 商 工 会 

平成２０ 3 1 1 22,904 1,543 9 129 261 10,805

平成１９ 3 1 1 23,090 1,456 52 17 214 10,992
東大和市商工会 

平成２０ 3 1 1 23,090 1,389 10 19 206 11,427

平成１９ 2 1 1 16,558 770 49 11 202 6,253
日の出町商工会 

平成２０ 2 1 1 15,900 865 22 18 208 6,312

平成１９ 5 1 1 33,637 2,158 39 47 190 10,065
三 鷹 商 工 会 

平成２０ 5 1 1 33,566 2,179 5 65 232 11,503

平成１９ 3 1 1 21,819 1,188 59 30 300 7,001
武蔵村山市商工会 

平成２０ 3 1 1 20,724 1,064 14 22 216 6,985

平成１９ 6 2 1 41,666 2,199 69 27 319 9,253
西 東 京 商 工 会 

平成２０ 6 2 1 42,075 1,779 14 22 254 11,775


